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4.今後の見通し 

判決内容につきまして、当社の主張が認められず、誠に遺憾であります。 

平成 21 年２月時点において、原告は当社の親会社という立場にあり、また、原告の代表者は当社の

取締役も兼ねており、当社に対する強い影響力を背景に当社からの資金送金がなされたもので、本判決

は到底、承服できるものではありません。今後は、弁護士を交え判決内容を精査するとともに、本判決

が業績に与える影響を確認し、方針を検討してまいります。 

なお、判決内容において、求償債務である 1億 9388 万円とこれに対する金利のうち一定額につきま

しては、当社において負債として計上済みでありますが、当社が貸付債権と判断している 1億 7000 万

円とこれに対する金利につきましては今回の判決では認められず、今後、この部分を最大として損失が

発生する可能性があります。 

今後の進捗状況に関し、開示すべき事項が発生した場合は、速やかにお知らせいたします。 
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